
可視化の現在 立会いの未来

１●性犯罪に関する法改正要綱の答申

法制審議会刑事法（性犯罪関係）部会では、2021

年10月から司法面接的手法で行われた性犯罪被害者

等の取調べの録画記録媒体に特別の証拠能力を付与す

るという論点について検討が続けられてきたが、

2023年２月14日、証拠能力の特則を新設する内容を

含む要綱案が法制審議会で賛成多数で採択され、同

日、法務大臣に答申された。そこで、採択された要綱

のうち、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記

録媒体に係る証拠能力の特則について、その内容を紹

介する
※1

。

２●特則の概要

（1）　対象者
性犯罪の被害者、児童福祉法、児童ポルノ規制法の

被害者に加えて、「犯罪の性質、供述者の年齢、心身

の状態、被告人との関係その他の事情により、公判準

備又は公判期日において更に供述することで精神の平

穏を著しく害されるおそれがあると認められる者」も

含まれる内容となっている。

したがって、犯罪の内容、年齢を問わないことにな

るだけでなく、被害者のみならず、たとえば目撃者で

あったとしても対象者に含まれることになる。

(2)　証拠能力を付与される証拠
対象者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に

行う方法で記録した記録媒体（その供述がなされた聴

取の開始から終了に至るまでの間における供述及びそ

※1		 採択された要綱は、法務省のHPで確認できる（https://www.	
moj.go.jp/content/001391604.pdf）。

の状況を記録したものに限る。）について、⑶の要件

を満たす場合は、刑事訴訟法321条１項の規定にかか

わらず、証拠とすることができる、とされた。

(3)　�録音・録画記録媒体に証拠能力を付与するため
の要件

録音・録画記録媒体に証拠能力を付与するための要

件は、対象者の供述が、①供述者の年齢、心身の状態

その他の特性に応じ、供述者の不安又は緊張を緩和す

ることその他の供述者が十分な供述をするために必要

な措置、②供述者の年齢、心身の状態その他の特性に

応じ、誘導をできる限り避けることその他の供述の内

容に不当な影響を与えないようにするために必要な措

置が特に採られた情況の下でされていると認める場合

であって、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮

して相当と認めるとき、とされた。

要綱では、部会での議論で必要性が指摘されていた

聴取主体の限定や、措置の具体的な内容については定

められることはなかった。

(4)　尋問機会の付与
録音・録画記録媒体を証拠採用して取り調べた場合

は、その後に、訴訟間関係人に、供述者を証人として

尋問する機会を与えなければならないとされた。な

お、録音・録画記録媒体に記録された対象者の供述

は、公判期日にされたものとみなされるとされ、刑事

訴訟法295条１項前段が適用されることになるから、

録音・録画記録媒体で供述している内容について、重

複して尋問することは制限される可能性がある。
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３● �司法面接的手法による�証拠能力付
与の問題点

要綱の内容は、2022年10月に部会で示された事務

局試案の内容と同一である。

事務局試案に対しては、部会において、刑事弁護の

立場から参加している日弁連委員・幹事からも、対象

が無限定であり、措置の内容が不明確であることにつ

いて強い批判がされた。裁判官委員からも、対象者が

無限定に広がることについて、「部会での議論の言わ

ば想定外・射程外なのではないか」との疑義が示され

た。さらに、証拠能力を認める場合を適切に限定しな

いと、裁判所が事実認定をする際に困難が生じるとの

意見や、ビデオリンク方式による証人尋問調書の証拠

能力を認めている刑事訴訟法321条の２との比較で、

調書の一部である記録媒体に記録された供述は裁判官

の面前で宣誓した上で聴取されたものと、捜査段階で

一方当事者が録取した供述を記録したものとは状況が

異なるとの指摘がされたほか、裁判所が「聴取に至る

までの情況その他の事情を考慮し相当」かどうかを適

切に判断できるのかという懸念も示された
※2

。

事務局試案に対しては、2023年１月11日付けで大

阪弁護士会の会長声明
※3

が発出されている。そこでは、

対象事件が性犯罪に限定されていないことや、対象者

も児童や被害者に限定されていないことが憲法37条

※2		 法制審議会刑事法（性犯罪関係）部会第11回会議議事録20頁
の吉崎委員及び中川委員の発言（https://www.moj.go.jp/
content/001386057.pdf）

※3		 司法面接的手法による記録媒体の証拠能力に関する法制審議会
刑事法(性犯罪)部会事務局試案についての会長声明（https://
www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2023/oba_spk-301.pdf）

２項の証人審問権との緊張関係を生み、伝聞法則その

ものを揺るがしかねないとの懸念に加えて、伝聞例外

を認める要件としての「措置」について聴取主体を限

定しておらず、通常の取調べで遵守されるべき事項が

指摘されているに過ぎないことなどの問題点が指摘さ

れている。

４●今後の展開

新たな伝聞例外を設けるにあたり、部会での議論は

十分だったとは言えない。性犯罪者の被害者、特に児

童に対する聴取のありかたについては、その供述特性

に鑑みた配慮が必要であることは当然である。だから

こそ、どのような仕組みであれば、刑事裁判を誤ら

ず、かつ、心的負担に配慮できる方法が実現できるの

かが具体的に議論されるべきであった。それにもかか

わらず、裁判官委員から示された複数の疑義や指摘に

対してすらなんらの応答がされないまま要綱が採択さ

れたことには大きな疑問がある。

答申を受けて、現在会期中の通常国会に改正法案が

提出され、新たな伝聞例外規定は刑事訴訟法321条の

３に置かれることになっている
※4

。特に司法面接的手

法による記録媒体の証拠能力を認める刑事訴訟法改正

が実現すると、我が国の司法手続に大きな影響をもた

らすことになる。

この問題の本質を見極めた議論が国会でされるよう

に注視していく必要がある。

※4		 答申を受けて2023年３月14日付けで国会に提出された刑法・
刑事訴訟法改正案は法務省HPで見ることができる（https://
www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00198.html）
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